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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月28日(2013.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ビデオデータを伝達するシステム（１０）であって、
移動画像化システム（２０）と、
医療施設内の一室に固定された少なくとも１台のモニタ（１４）と、
ビデオ信号を送信するために前記移動画像化システムに結合されたビデオ送信器アセンブ
リ（３０４）と、
前記ビデオ信号を受信し、前記ビデオ信号を前記少なくとも１台のモニタに表示するため
に前記少なくとも１台のモニタに結合された無線ビデオ受信器アセンブリ（３１４）と
を含み、
前記ビデオ送信器アセンブリ（３０４）が、前記無線ビデオ受信器アセンブリ（３１４）
を活動化させる活動化信号を送信するように構成されており、前記活動化信号を受信する
と、前記無線ビデオ受信器アセンブリが、有線接続からではなく、前記ビデオ送信器アセ
ンブリからビデオ信号を受信するように切り替わり、
患者（２１）からのデータの取得に前記移動画像化（２０）システムが使用されないとい
う決定を受け取ると、前記無線ビデオ受信器アセンブリが、前記ビデオ送信器アセンブリ
からビデオ信号を受信することをやめて、前記有線接続からビデオ信号を受信するように
切り替わる、システム（１０）。
【請求項２】
前記無線ビデオ受信器アセンブリに対する前記ビデオ送信器アセンブリの距離の方が、別
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のビデオ送信器アセンブリに対する前記無線ビデオ受信器アセンブリの距離よりも近いこ
とに基づいて、前記無線ビデオ受信器アセンブリ（３１４）が、前記ビデオ送信器アセン
ブリ（３０４）からビデオ信号を受信する、請求項１記載のシステム（１０）。
【請求項３】
前記移動画像化システム（２０）が、Ｃアームアセンブリ、超音波画像化システム、内視
鏡画像化システムおよびコンピュータ連動断層撮影システムのうちの１つのシステムを含
む、請求項１記載のシステム（１０）。
【請求項４】
前記無線ビデオ受信器アセンブリ（３１４）が、有線接続を介してビデオ信号を受信する
入力を含む、請求項１記載のシステム（１０）。
【請求項５】
前記ビデオ送信器アセンブリ（３０４）が、前記移動画像化システム（２０）からのビデ
オ信号と、レコーダからの別のビデオ信号とを受信するように構成された、請求項１記載
のシステム（１０）。
【請求項６】
ビデオデータを伝達するシステム（１０）であって、
移動ナビゲーションシステム（１１）と、
医療施設内の一室に固定された少なくとも１台のモニタ（１４）と、
ビデオ信号を送信するために前記移動ナビゲーションシステムに結合されたビデオ送信器
アセンブリ（３０４）と、
前記ビデオ信号を受信し、前記ビデオ信号を前記少なくとも１台のモニタに表示するため
に前記少なくとも１台のモニタに結合された無線ビデオ受信器アセンブリ（３１４）と
を含み、
前記ビデオ送信器アセンブリ（３０４）が、前記無線ビデオ受信器アセンブリ（３１４）
を活動化させる活動化信号を送信するように構成されており、前記活動化信号を受信する
と、前記ビデオ受信器アセンブリが、有線接続を介してビデオ信号を受信するのをやめて
、前記ビデオ送信器アセンブリからビデオ信号を受信するように切り替わり、
患者（２１）からのデータの取得に前記移動画像化（２０）システムが使用されないとい
う決定を受け取ると、前記無線ビデオ受信器アセンブリが、前記ビデオ送信器アセンブリ
からビデオ信号を受信することをやめて、前記有線接続からビデオ信号を受信するように
切り替わる、システム（１０）。
【請求項７】
前記ビデオ受信器アセンブリに対する前記ビデオ送信器アセンブリの距離の方が、別のビ
デオ送信器アセンブリに対する前記無線受信器アセンブリの距離よりも近いことに基づい
て、前記ビデオ受信器アセンブリ（３１４）が、前記ビデオ送信器アセンブリ（３０４）
からビデオ信号を受信する、請求項６記載のシステム（１０）。
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